
境港管理組合測量等業務調査基準価格及び成果品重点確認価格設定要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、境港管理組合測量等業務低入札価格調査要綱（鳥取県属地）（平成20年7月1日付。以下

「低入調査要綱」という。）第２条に規定する調査基準価格及び境港管理組合測量等業務成果品重点確認実施

要綱（平成19年12月19日付。以下「成果品重点確認実施要綱」という。）第２条に規定する成果品重点確認

価格の算定方法について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において使用する用語の意義は、境港管理組合建設工事等の入札制度に関する規則（平成19

年境港管理組合規則第６号）、業務関係積算基準及び標準歩掛（鳥取県県土整備部）、低入調査要綱及び成果品

重点確認実施要綱で使用する用語の例による。 

 

（調査基準価格及び成果品重点確認価格の設定権者） 

第３条 調査基準価格及び成果品重点確認価格の設定権者（以下「価格決定権者」という。）は、事務局長とす

る。 

 

（調査基準価格の算出方法） 

第４条 調査基準価格は、次の各号に掲げる測量等業務の積算区分ごとに定める算定方法に基づき算出した額の

合算額（予定価格が１千万円以上の場合は１０万円未満を切り捨て、１千万円未満の場合は１万円未満を切り

捨てることとする。）に、１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

（１）測量業務 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接測量費の額 

イ 測量調査費の額 

ウ 諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（２）土木関係建設コンサルタント業務（３号に掲げる積算区分を除く。） 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接原価の額 

イ その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

ウ 一般管理費等の額に１０分の４．８を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（３）土木関係建設コンサルタント業務（積算に技術経費の項目を計上するもの。） 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接業務費の額 

イ 技術経費の額に１０分の５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

ウ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（４）地質調査業務 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接調査費の額 

イ 間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

ウ 解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

エ 諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（５）補償コンサルタント業務 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接原価の額 



 

 

イ その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

ウ 一般管理費等の額に１０分の４．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の合算額が、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を超える場合にあ

っては、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。）を調査基準価格と

し、予定価格に３分の２を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に３分の２を乗じて得た額（小

数点以下の端数は切り上げる。）を調査基準価格とする。また、特別なものについては、予定価格の１０分

の８．５から３分の２までの範囲内において価格決定権者が任意に定めることができる。 

 

（成果品重点確認価格の算出方法） 

第５条 成果品重点確認価格は、次の各号に掲げる測量等業務の積算区分ごとに定める算定方法に基づき算出し

たものの合算額(予定価格が１千万円以上の場合は１０万円未満を切り捨て、１千万円未満の場合は１万円未

満を切り捨てることとする。）に、１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

（１）測量業務 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接測量費の額 

イ 測量調査費の額 

ウ 諸経費の額に１０分の６．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（２）土木関係建設コンサルタント業務（３号に掲げる積算区分を除く。） 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接原価の額 

イ その他原価の額 

ウ 一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（３）土木関係建設コンサルタント業務（積算に技術経費の項目を計上するもの。） 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接業務費の額 

イ 技術経費の額 

ウ 諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

（４）地質調査業務 

アで算出した額とイで算出した額を合計する。 

ア 次に掲げる額の合計を算出する。 

（ア）直接調査費の額 

（イ）間接調査費の額 

（ウ）諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

イ 解析等調査業務費については、２号で定める方法と同様の方法で算出した額。 

（５）補償コンサルタント業務 

 次に掲げる額の合計を算出する。 

ア 直接原価の額 

イ その他原価の額 

ウ 一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の合算額が予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を超える場合にあって

は、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額（小数点以下の端数は切り捨てる。）を成果品重点確認価格と

する。また、特別なものについては、予定価格の１０分の８．５を上限として価格決定権者が任意に定めるこ

とができる。  



 

 

（表－１）測量業務の構成 

 

 

（表－２）土木関係建設コンサルタント業務の構成 

 

 

（表－３）土木関係建設コンサルタント業務（積算に技術経費の項目を計上するもの。）の構成 

 

  

（ 予 定 価 格 ）

測 量 業 務 費

ア

一 般 管 理 費 等
ウ

諸 経 費

技 術 管 理 費

機 械 経 費

材 料 費

人 件 費 等

消 費 税 等相 当額

測 量 業 務 価 格

（入札書比較価格）

間 接 測 量 費

測 量 調 査 費

測 量 作 業 費

イ

旅 費 交 通 費

基 地 関 係 費

安 全 費

そ の 他

精 度 管 理 費

成 果 検 定 費

直 接 経 費
直 接 測 量 費

（入札書比較価格）

直 接 原 価

業 務 委 託 料

業務原価

そ の 他 原価

イ

（ 予 定 価 格 ）

直接人件費

ア

直 接 経 費

電子成果品作成費

電子計算機使用料
及び機械器具損料

事務用品費

旅費交通費

ウ
消費税等相当額

業 務 価 格

特許使用料、製図
費等

間 接 原 価

その他

一般管理費等

（入札書比較価格）

イ

ウ

業務原価

（ 予 定 価 格 ）

直接人件費

ア

直 接 経 費

電子成果品作成費

電子計算機使用料
及び機械器具損料

事務用品費

旅費交通費直 接 業 務費

業 務 委 託 料

消費税等相当額

業 務 価 格

特許使用料、製図
費等

間 接 業 務費

その他

一般管理費等

技 術 経 費

業務管理費
諸 経 費



 

 

（表－４）地質調査業務の構成 

 

 

（表－５）補償コンサルタント業務の構成 

 
 

   附 則 

この要領は、平成30年６月１日以降に調達公告を行う測量等業務から適用する。 

平成27年8月12日付「成果品重点確認価格の算定について」、平成29年5月1日付「調査基準価格の算定につい

て」は、これを廃止する。 

 

  附 則 

この要領は、令和元年６月１日以降に調達公告を行う測量等業務から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日以降に調達公告を行う測量等業務から適用する。 

 

そ の 他

安 全 費

借 地 料

旅 費 交 通 費

施 工 管 理 費

準 備 費

純 調 査 費

イ

直 接 調 査 費

営 繕 費

材 料 費

人 件 費 等

ア

仮 設 費

機 械 経 費

直 接 経 費

運 搬 費

地 質 調 査業 務費
（入札書比較価格）

ウ

業 務 管 理 費

一 般 管 理 費 等

一 般 調 査業 務費

エ
（ 予 定 価 格 ）

解析等調 査業 務費
諸 経 費

調 査 業 務 価 格

消 費 税 等相 当額

間 接 調 査 費

旅費交通費

（ 予 定 価 格 ）

業 務 価 格 その他

間接原価

一般管理費等

その他原価

イ

直接人件費

業 務 費

業 務 原 価

ウ
消 費 税 等相 当額

材料費等直接原価

（入札書比較価格）

ア

作業費
直 接 経 費


